
義務教育学校東山泉小中学校通信         令和２年５月１日発行                                                                                      

 

 

 

 

 

早期の学校の再開を願って 

～休校が延長となりました～ 

臨時休業が，５月１７日（日）まで延長となりました。 

５月７日（木）の再開を願っていたのですが，残念でなり 

ません。３月５日から臨時休業が始まり，卒業式や入学式 

等で数日の登校はありましたが，これで２ヶ月の休業とな 

りました。子どもたちにとっては不安な２ヶ月で，特に１ 

年生にとっては，まだ学校に通うようになったという実感 

が持てない状況にあることを，とても残念に思います。 

今年も西学舎のグラウンドにこいのぼりが泳いでいます。 

例年であれば，運動場を笑顔で元気に走り回っている児童 

を見守りながら泳いでいるのですが，今年はそのこいのぼ 

りが元気のない寂しい様子に見えてしまいます。新型コロ 

ナウイルスの感染拡大が早期に終息し，このような青空の 

元で，子どもたちを見守ってくれる日がくることを願っています。 

臨時一斉休校期間に，学校からの学習課題，KBS 京都テレビの学習番組等を活用して，

家庭学習に取り組んでくれていることと思います。また，本を読んだり，大好きな絵を描

いたり，そしてお家のお手伝いをしたりして過ごしていることと思います。インターネッ

トやニュース，新聞等の報道に熱心に耳を傾けている人も多いと思います。家にいる時間

が長くなりますが，予定を立てて計画的に１日を過ごし，時間を有効に使ってほしいと思

います。  

 テレビやインターネットで，多くの著名人がメッセージを出していますが「自身を守る

ため，家族を守るため，大切な人を守るため，私たちが生活するこの社会を守るために」 

一人ひとりが行動しなければなりません。社会が一丸となって，感染拡大防止に取り組ま

なければなりません。「命を守る」行動をし，一日も早く学校が再開され，子どもたちが

希望に満ちた学校生活を過ごせるようになることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今後の行事予定について」は，裏面をご覧ください。 

泉だより 
 

№３ 

保護者の皆様へ 

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。京都

市教育委員会より，当面，５月１７日（日）まで臨時休業期間を延長し，更に，その後

の対応については，政府による緊急事態宣言及び京都府による緊急事態措置の継続状況

を踏まえ，改めて決定することが示されました。  

５月７日以降の家庭学習課題についてですが，新学年の教科書の内容をふまえて，子

どもたちが自分で学習を進めていける課題を配布いたします。この期間に，子どもたち

が家庭で進めた学習が，学校が再開された際には役立つものになればと考えています。 

御家庭におかれましては，「新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業期間の

延長について」（４月２８日付）のプリントを参照していただき，お子様の健康状態の

把握や健康と安全の確保にお取り組みいただきますよう，御協力をよろしくお願いいた

します。  



 

 

 

 

 

例年５月・６月に実施しております学校行事等について，以下のように変更しますので，

お知らせいたします。  

 

〇体育大会 １学期中は中止。２学期以降に延期もしくは中止。  

 

〇土曜参観 １学期中は中止。２学期以降に延期もしくは中止。  

 

〇定期考査 今年度は，年間４回に変更し，以下の日程で実施予定。  

定期考査Ⅰ ６月下旬～７月上旬  

定期考査Ⅱ １０月中旬  

定期考査Ⅲ １１月下旬  

定期考査Ⅳ ２月中旬（９年生は１月下旬）  

   

〇「ジョイントプログラム第５回（７年生）」「学習確認プログラム（９年生）1st stage」 

        学校再開後に，あらためて実施日時を連絡させていただきます。  

     

 臨時休業が解消され，学校が再開後に年間行事予定を配布させていただきます。新型コ

ロナウイルス感染拡大の状況に応じて，例年の行事を延期もしくは中止という形で大きく

年間行事を変更せざるを得ません。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。  

今後の行事予定について 


